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平
成
26
年
中
に
住
宅
を
新
築
・
購
入
・
増
改
築
を

し
て
、金
融
機
関
や
勤
務
先
か
ら
借
り
入
れ
た
住

宅
ロ
ー
ン
の
返
済
期
間
が
10
年
以
上
で
あ
る
等
、一

定
の
要
件
に
あ
て
は
ま
れ
ば「
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
」を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、所
得
税
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。こ
の
特
別
控
除
を
受
け
る
に
は
、新
築

し
、居
住
を
開
始
し
た
翌
年
に
所
得
税
の
確
定
申

告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

●
確
定
申
告
の
場
所
・
期
間

○
マ
ロ
ニ
エ
プ
ラ
ザ
申
告
相
談
会
場

　

▼
期
間
＝
2
月
13
日（
金
）〜
3
月
16
日（
月
）の

平
日
、及
び
2
月
22
日
・
3
月
1
日
の
日
曜
日

　

▼
時
間
＝
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

○
上
三
川
町
役
場（
3
階
申
告
会
場
）

　

▼
期
間
＝
2
月
16
日（
月
）〜
3
月
16
日（
月
）の

平
日
、及
び
2
月
22
日（
日
）・
3
月
7
日（
土
）

　

▼
時
間
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
前
11
時
、午
後

1
時
〜
午
後
4
時

●
申
告
に
必
要
な
書
類
等

　

①
平
成
26
年
分
の
給
与
の
源
泉
徴
収
票（
原
本
）

　

②
住
民
票
の
写
し（
平
成
27
年
1
月
1
日
以
降

に
発
行
し
た
も
の
）

　

③
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末
残
高

証
明
書（
2
か
所
以
上
か
ら
借
入
れ
が
あ
る

場
合
は
す
べ
て
の
証
明
書
）

　

④
工
事
請
負
契
約
書
又
は
売
買
契
約
書
の
写
し

（
契
約
年
月
日
・
契
約
金
額
・
契
約
者
名
・
物
件

記
載
の
ペ
ー
ジ
と
収
入
印
紙
が
添
付
し
て
あ

る
ペ
ー
ジ
が
必
要
で
す
）

　

⑤
宇
都
宮
法
務
局
交
付
の
最
新
の
家
屋
の「
登

記
事
項
証
明
書
」（
平
成
27
年
1
月
1
日
以
降

に
取
得
し
た
も
の
）

　

※
権
利
証（
登
記
済
証
）は
登
記
事
項
証
明
書
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

⑥
印
か
ん

　

⑦
申
告
者
名
義
の
預
金
通
帳
口
座
番
号

　

住
宅
敷
地
等
の
取
得
に
か
か
る
借
入
金
が
あ
る

場
合

　

⑧
宇
都
宮
法
務
局
交
付
の
土
地
の「
登
記
事
項

証
明
書
」・
土
地
の
売
買
契
約
書
の
写
し

　

増
改
築
な
ど
の
場
合

　

⑨
建
築
確
認
済
証
の
写
し
、検
査
済
証
の
写
し
、

又
は
建
築
士
等
か
ら
交
付
を
受
け
た
増
改
築

等
工
事
証
明
書

　

※
⑧
、⑨
は
該
当
す
る
方
の
み
必
要
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

住
民
税
係　
　
　
　

9
1
2
2

　

高
齢
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
、公
的
年
金
等（
厚
生
年
金
、国
民
年
金
、

共
済
年
金
等
）の
収
入
が
、年
4
0
0
万
円
以
下（
複
数
の
年
金
を
受
給

し
て
い
る
場
合
は
そ
の
合
計
額
）で
、か
つ
、そ
れ
以
外
の
所
得
が
20
万
円

以
下
で
あ
れ
ば
、所
得
税
の
申
告
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。（
住
民
税
の
申

告
は
、公
的
年
金
以
外
の
額
が
20
万
円
以
下
の
場
合
で
も
必
要
で
す
。）

　

年
金
受
給
者
に
は
、1
月
に
日
本
年
金
機
構
等
か
ら「
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
」が
届
き
ま
す
。26
年
中
の
年
金
支
給
額
が
平
成
27
年
1
月

1
日
現
在
で
65
歳
未
満
の
方
は
1
0
8
万
円
以
下
、65
歳
以
上
の
方
は

1
5
8
万
円
以
下
な
ら
、所
得
税
の
源
泉
徴
収
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、町
県
民
税
に
つ
い
て
は
、収
入
が
公
的
年
金
の
み
で
、26
年
中

の
年
金
支
給
額
が
65
歳
未
満
の
方
は
98
万
円
以
下
、65
歳
以
上
の
人
は

1
4
8
万
円
以
下
な
ら
、課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。た
だ
し
、以
下
の
場
合
は

申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
（
１
）秋
に
年
金
機
構
等
か
ら
送
付
さ
れ
た「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」に

扶
養
親
族
、障
が
い
者
、寡
婦
ま
た
は
寡
夫
の
記
載
を
し
な
か
っ

た
場
合
、又
は
申
告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
場
合

　
（
２
）医
療
費
控
除
・
生
命
保
険
料
控
除
・
地
震
保
険
料
控
除
・
社
会
保

険
料
控
除（
年
金
天
引
以
外
）・
雑
損
控
除
・
寄
付
金
控
除
等
の
所

得
控
除
を
受
け
る
場
合
お
よ
び
扶
養
控
除
・
障
が
い
者
控
除
・
寡

婦
寡
夫
控
除
の
変
更
が
あ
る
場
合

　
（
３
）上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
な
ど
、確
定
申
告

書
の
提
出
が
控
除
適
用
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
控
除
を
受
け
る

場
合

※
申
告
を
し
な
い
と
、所
得
税
・
町
県
民
税
の
税
額
計
算
に
反
映
さ
れ
ま

せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

住
民
税
係　
　
　
　

9
1
2
2
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56

【
平
成
26
年
上
三
川
町
に
関
す
る
出
来
事
】本
町
名
誉
町
民
の
海
老
原
有
希
さ
ん
が
、第
１
回
下
野
新
聞
Ｋ
Ｉ
Ｚ
Ｕ
Ｎ
Ａ
ス
ポ
ー
ツ
大
賞
の
ス
ポ
ー
ツ
賞
を
受
賞
す
る
。

え    

び    

は
ら    

ゆ     

き

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

公
的
年
金
収
入
が
あ
る
方
の
申
告
に
つ
い
て（
注
意
点
）
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国
民
年
金
は
、老
後
や
い
ざ
と
い
う

と
き
の
生
活
を
、現
役
世
代
み
ん
な
で

支
え
よ
う
と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た

仕
組
み
で
す
。

　

具
体
的
に
は
、若
い
と
き
に
公
的

年
金
に
加
入
し
保
険
料
を
納
め
続
け

る
こ
と
で
、年
を
と
っ
た
と
き
や
病

気
・
ケ
ガ
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、家

族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、

年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
で
す
。

●
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
民
年
金
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で

の
人
が
加
入
し
、保
険
料
を
納
め
る
制

度
で
す
。

　

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た

め
安
定
し
て
い
て
、年
金
の
給
付
は
生

涯
に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

56

〜
新
成
人
の
み
な
さ
ん
へ
〜

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

●
老
後
の
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん

〈
障
害
基
礎
年
金
〉

　

病
気
や
事
故
等
で
重
い
障
害
が
残
っ

た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
年

金
で
す
。受
け
取
る
た
め
に
は
、納
付
の

要
件
や
障
害
の
程
度
に
つ
い
て
年
金
機

構
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。

〈
遺
族
基
礎
年
金
〉

　

加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、そ
の

人
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い
た
遺

族（「
18
歳
未
満
の
子
の
あ
る
配
偶
者
」

「
18
歳
未
満
の
子
」）が
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
年
金
で
す
。受
け
取
る
た
め

に
は
、納
付
月
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

●
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」「
若
年
者
納
付

猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

●
保
険
課　

高
齢
者
年
金
係

　
　
　
　
　

9
1
2
9

　

●
宇
都
宮
西
年
金
事
務
所　
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平
成
26
年
度
税
制
改
正
お
よ
び
町
税
条
例

の
改
正
に
よ
り
軽
自
動
車
税
の
税
率
が
次
の

と
お
り
改
正
さ
れ
ま
す
。

原
動
機
付
自
転
車
な
ど

　

表
1
の
①
改
正
後
の
税
率
が
平
成
27
年
度

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

軽
自
動
車

○
平
成
26
年
度
以
前
に
所
有
し
て
い
る
車
や

中
古
車
を
取
得
し
た
場
合
に
は
表
2
の
②

現
行
の
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
（
税
額
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
）

○
平
成
27
年
4
月
1
日
以
降
に
最
初
の
新
規

検
査
を
受
け
た
車
両
を
取
得
し
た
場
合
に

は
表
2
の
③
改
正
後
の
税
率
が
平
成
27
年

度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

○
平
成
28
年
度
分
か
ら
、最
初（
新
車
）の
新

規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た
車
を
所
有

し
て
い
る
場
合
に
は
、表
2
の
④
重
課
税

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

納
税
係　
　
　
　

9
1
2
1

【
平
成
26
年
上
三
川
町
に
関
す
る
出
来
事
】本
町
と
大
洗
町（
茨
城
県
）が
、友
好
都
市
協
定
を
締
結
す
る
。

軽
自
動
車
税
の

　

税
率
が
変
わ
り
ま
す

軽
自
動
車
税
の

　

税
率
が
変
わ
り
ま
す

軽
自
動
車
税
の

　

税
率
が
変
わ
り
ま
す

車種区分

②現行年額
④重課税率
（年額）

※H28年度分から

③改正後の
年額

※H27年度分から
車種区分

▽表1　原動機付自転車等

▽表2　軽自動車

4,600円

8,200円

12,900円

4,500円

6,000円

3,900円

6,900円

10,800円

3,800円

5,000円

3,100円

5,500円

7,200円

3,000円

4,000円

三輪のもの

四輪以上
のもの

乗用
のもの

営業用

自家用

営業用

自家用

貨物用
のもの

現行年額 ①改正後の年額
※H27年度分から

原動機付自転車

軽自動車
二輪のもの

二輪の小型自動車

50cc以下

50cc超90cc以下

90cc超125cc以下

三輪以上のもの

125cc超250cc以下

250cc超

1,000円

1,200円

1,600円

2,500円

2,400円

4,000円

2,000円

2,000円

2,400円

3,700円

3,600円

6,000円


	04
	05

